
京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２９日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 京都市都市公園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  別表第２夜間照明設備の項を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２スコアボードの項を次のように改める。 

スコアボ

ード 

岡 崎 公 園 野 球 場 

一 式 1 時間 

２００  

吉 祥 院 公 園 球 技 場 ２００  

下 鳥 羽 公 園 球 技 場 ２００  

伏 見 桃 山 城 運 動 公 園 野 球 場 ２００  

大 会 用 テ ン ト （ 大 ） １ 張 り １ 日 １，０００  

大 会 用 テ ン ト （ 小 ） １ 張 り １ 日 ５００  

第２条 京都市都市公園条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  別表第１ ２中「３，２２０」を「３，３７０」に，「６，５５０」を「６，８６０」

に改める。 

  別表第２更衣室（伏見桃山城運動公園野球場のみ）の項中「７００」を「７１０」に

改め，同表役員室（伏見桃山城運動公園野球場のみ）の項中「１，５００」を「１，５

２０」に改め，同表審判控室（伏見桃山城運動公園野球場のみ）の項中「１，０００」

を「１，０１０」に改め，同表放送室（伏見桃山城運動公園野球場のみ）の項中「４，

０００」を「４，０７０」に，「１，０００」を「１，０１０」に改め，同表有料ロッカ

ーの項中「１，１３０」を「１，１５０」に改め，同表温水シャワー設備の項中「２，

夜間照明 

設備 

岡 崎 公 園 テ ニ ス コ ー ト 
１ 面 分 

１ 時 間 

３００  

吉 祥 院 公 園 球 技 場 
６１０  

半 面 分 ３００  

西 院 公 園 テ ニ ス コ ー ト 

１ 面 分 

３００  

小畑川中央公園テニスコート ３００  

下 鳥 羽 公 園 球 技 場 ８２０  

伏見桃山城運動公園野球場兼運動場 １，０２０  

１３４



７７０」を「２，８２０」に，「９２０」を「９４０」に改め，同表夜間照明設備の項中

「３００」を「３１０」に，「６１０」を「６２０」に，「８２０」を「８３０」に，「１，

０２０」を「１，０４０」に改め，同表拡声器（電源を含む。）の項中「６１０」を「６

２０」に改め，同表大会用テント（大）の項中「１，０００」を「１，０１０」に改め

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。 

    次項及び附則第３項の規定 この規則の公布の日 
  第１条の規定 平成３１年４月１日 

   第２条及び附則第４項の規定 平成３１年１０月１日 

（準備行為） 

２ 第１条の規定による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定による付属設備の利

用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は，第１条の規定の施行前においても

行うことができる。 

３ 第２条の規定による改正後の京都市都市公園条例施行規則（以下「改正後の規則」と

いう。）の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為及び付

属設備の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は，第２条の規定の施行前

においても行うことができる。 

（適用区分） 

４ 改正後の規則の規定は，第２条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用に

係る料金について適用し，同日前の使用に係る使用料及び利用に係る料金については，

なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 

 


